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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重光ビームを使用して患者の網膜を観察するためのシステムにおいて、
　Ｘ－Ｙスキャナと、
　少なくとも２つの発光体であって、各発光体は、光のビームを前記Ｘ－Ｙスキャナに直
接伝送し、発光体の各々は、各ビームが、互いのビームと異なる角度で伝送されるように
位置決めされ、これにより、各ビームは、互いのビームと異なる角度で前記Ｘ－Ｙスキャ
ナに達し、各ビームが、患者の目に向かって互いのビームと異なる角度で前記Ｘ－Ｙスキ
ャナによって反射される、少なくとも２つの発光体と、
を備え、
　これにより、前記少なくとも２つの発光体が多重走査チャンネルをもたらすことを特徴
とするシステム。
【請求項２】
　前記Ｘ－Ｙスキャナは、前記患者の目を走査する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　少なくとも２つの受光器をさらに備え、１つの受光器は、各発光体と関連付けられ、前
記Ｘ－Ｙスキャナが、前記患者の目によって前記受光器の方に反射される光ビームを反射
するとき、各受光器によって受け取られる前記光ビームが、前記受光器の１つによって受
け取られる互いのビームと異なる角度でＸ－Ｙスキャナから離れるように、位置決めされ
る、請求項２に記載のシステム。
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【請求項４】
　前記ビームが前記患者の目に達する前記異なる角度に起因する前記受光器によって受け
取られる前記光から形成される走査イメージの変位を補償するように構成される処理モジ
ュールをさらに備える、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記少なくとも２つの発光体の少なくとも２つは、実質的に同じ波長を有する光ビーム
を伝送する、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　多重光ビームを使用して患者の網膜を走査する方法において、
　少なくとも２つの発光体の各々から直接Ｘ－Ｙスキャナに光のビームを放出するステッ
プであって、各発光体は、各ビームが、互いのビームと異なる角度で伝送されるように、
位置決めされ、これにより、各ビームは、互いのビームと異なる角度で前記Ｘ－Ｙスキャ
ナに達する、ステップと、
　前記ビームを前記Ｘ－Ｙスキャナによって患者の目に互いのビームと異なる角度で反射
するステップと、
を含み、
　これにより、前記少なくとも２つの発光体が多重走査チャンネルをもたらすことを特徴
とする方法。
【請求項７】
　前記患者の目を走査するステップをさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記患者の目によって反射される光ビームを前記Ｘ－Ｙスキャナにおいて受け取るステ
ップと、
　前記Ｘ－Ｙスキャナにおいて、前記患者の目によって反射される前記光ビームを少なく
とも２つの受光器の方に反射するステップであって、１つの受光器は、各発光体と関連付
けられ、前記Ｘ－Ｙスキャナによって受光器の方に反射される各光ビームは、前記Ｘ－Ｙ
スキャナによって受光器の方に反射される互いの光ビームと異なる角度で反射される、ス
テップとをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも２つのイメージを形成するステップであって、各イメージは、前記受光器の
１つによって受け取られる前記光ビーム内の情報から形成される、ステップと、
　ビームが前記患者の目に達する前記異なる角度に起因する前記イメージの変位を補償す
るために前記イメージを処理するステップと、
をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼科に関し、詳しくは多重走査チャンネルの使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このアイデアは、走査型レーザ検眼鏡検査（ＳＬＯ）システムおよび光コヒーレンスト
モグラフィ（ＯＣＴ）システムの両方において頻繁に生じる問題に関する。通常、多重走
査チャンネルが、患者の目に入る前に、それらを組み合わせる必要がある。多重チャンネ
ルの例は、異なる波長のＳＬＯチャンネル、またはＯＣＴチャンネルと組み合わされるＳ
ＬＯチャンネルということもあり得る。
【０００３】
　様々な走査チャンネルは典型的には、患者の目に入る前に組み合わされる。患者の目か
ら戻る光は次いで、そのチャンネルに適した仕方で処理できるように、再びチャンネルに
分けられる。システムのコストを低減するために、単一のＸ－Ｙスキャナが、すべてのチ
ャンネルに使用される。
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【０００４】
　チャンネルが異なる波長を使用するときに一般的に使用される技法は、図１に例示され
る。異なる波長は、ダイクロイックビームスプリッタを用いて組み合わされ、次いでコリ
メートされたビームは、走査機構に送り出される。このコリメートされたビームは、患者
の目から反射され、スキャナに再び入り、ダイクロイックスプリッタの方に向けられて戻
る。ダイクロイックスプリッタは次いで、患者から戻された光を分離するために再使用さ
れ、特定の周波数のビームをそれぞれの発光体に向けて戻す。図１に示されるビーム（明
確にするために、異なるパターンの破線をそれぞれ使用する）は、明確にするために分離
されて示されるが、しかし実際にはそれらは、共線的であるということになる。しかしな
がら、各チャンネルの色の組み合わせおよび分離に関するいくつかの問題がある。
【０００５】
　第１に、各チャンネルは、別々の波長を使用しなければならない。これは、多重波長を
用いる単なるＳＬＯシステムにとってそれほど問題ではない。しかし、組み合わされたＯ
ＣＴ／ＳＬＯシステムの場合は、システムのコストおよび複雑さの両方を低減するために
、ＳＬＯおよびＯＣＴシステムの両方に単一光源を使用することが、望ましいこともある
。
【０００６】
　第２に、ＯＣＴシステムは、分散および微分群遅延の両方の注意深い制御を必要とする
。これは不可避的に、より複雑な光学コーティングおよび部品コストの増加をもたらす。
【０００７】
　第３に、ダイクロイック部品の付加的コスト、およびそれらを取り付けかつ位置合わせ
するために必要とされる付加的製造ステップがある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　色分離に関する問題は、スキャナに入射する各ビーム間に小さい角度を導入することに
よって解決される。多重チャンネルは、多重発光体から放出されるが、しかし多重チャン
ネルを単一ビームに組み合わせるためのダイクロイックミラーはない。むしろ、異なるビ
ームは、ビーム間に小さい角度分離を有してＸ－Ｙスキャナに達する。
【０００９】
　本発明の実施形態の特徴および利点は、添付された図を参照して好ましい実施形態の下
記の詳細な説明からより明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】多重発光体の配置を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による多重発光体の配置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　添付された図面において、類似の特徴は、同様のラベルを持つことに留意する。
【００１２】
　図２を参照すると、本発明の一実施形態による多重発光体の配置が、示される。２つの
ＳＬＯ波長および１つのＯＣＴ波長のための発光体が、示され、そのＯＣＴ波長はもちろ
ん、２つのＳＬＯ波長の１つと同じてあってもよい。より一般的には、少なくとも２つの
発光体があり、そのうちのいくつでも、ＳＬＯシステムにおいて使用される、またはどれ
も使用されない、ならびに、そのうちのいくつでも、ＯＣＴシステムにおいて使用される
、またはどれも使用されない。一実施形態では、発光体はすべて、ＳＬＯシステムのため
である。発光体は、そのそれぞれのビームが、わずかな角度分離でＸ－Ｙスキャナに達す
るように位置決めされる。各発光体からのビームは、明確にするだけのために、異なるパ
ターンの破線を使用して示される。
【００１３】
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　Ｘ－Ｙスキャナは、ビームを患者の目の方に反射する。ビームは、Ｘ－Ｙスキャナに入
るときは互いにコリメートされていないので、Ｘ－Ｙスキャナから患者の目へのビームの
角度分離は、残っている。
【００１４】
　目から反射されたビームは、それぞれの発光体の横に並んだそれぞれの検出器へとそれ
らの経路を逆転することになる。目に達するときのビームの角度分離はもちろん、目の走
査されるイメージの変位につながることになるが、しかしビームの角度分離は、固定され
ているので、イメージは、重ね合わされてもよいように、再調整されてもよい。一実施形
態では、本発明のシステムは、走査されるイメージの任意の変位を補償するように構成さ
れる処理モジュールを含む。別法として、網膜内の同じ点を撮像するために各チャンネル
に必要とされるスキャナについての回転オフセットが、あらかじめ計算されてもよい。こ
の方法およびシステムを用いると、チャンネルに使用される波長に対する制約はない。も
し放出されるチャンネルの１つが、ＯＣＴ目的のために使用されるならば、ＯＣＴチャン
ネルについての付加的分散問題はない。
【００１５】
　ダイクロイックミラーはなく、各発光体からのビームは、その他の発光体からのビーム
とコリメートされないので、ビームは、同様の波長を有することができ、発光体の１つま
たは複数は、調節可能な波長を放出してもよい。
【００１６】
　動作時には、一実施形態によると、光のビームが、少なくとも２つの発光体の各々から
放出され、発光体の各々は、各ビームが、互いのビームと異なる角度で伝送されるように
、位置決めされる。各ビームはそれによって、互いのビームと異なる角度でＸ－Ｙスキャ
ナに達する。Ｘ－Ｙスキャナは、目をそのビームで走査するために、ビームを患者の目の
方に反射する。目は、ビームをＸ－Ｙスキャナの方に反射して戻し、各反射ビームは、異
なる角度でＸ－Ｙスキャナに達する。Ｘ－Ｙスキャナは、反射光ビームを少なくとも２つ
の受光器の方に反射し、１つの受光器は、各発光体と関連付けられ、Ｘ－Ｙスキャナによ
って受光器の方に反射される各光ビームは、Ｘ－Ｙスキャナによって受光器の方に反射さ
れる互いの光ビームと異なる角度で反射される。
【００１７】
　受光器によって受け取られる各反射ビームについて、イメージが、形成される。イメー
ジは、放出されたビームが患者の目に達する異なる角度に起因するイメージの変位を補償
するために処理される。
【００１８】
　提示される実施形態は、例示的なだけであり、当業者は、上で述べられた実施形態への
変形が、本発明の趣旨から逸脱することなくなされてもよいことを認識するということに
なる。本発明の範囲は、もっぱら添付のクレームによって規定される。
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